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1 年後では 54.2%，2 年後では 47.2%，3 年後では
42.5%であった．
新プログラムでは，復職 6ヶ月後の出社継続率は

96.3%，1年後では 91.6%，2年後では 87.6%であった．
生存分析の結果についてログ・ランク検定を用いて検
定を行ったところ，有意差が認められた（p<0.01）．

3. 新旧の復職支援の便益の比較
新旧の復職支援の復職後 1年間の平均勤務率を求め

たところ，旧プログラムでは 0.71，新プログラムでは
0.96であった．これに年間給与を掛け合わせ，復職後
1年間の生産性を金額として求めた．旧プログラムでは
6,226,192円，新プログラムでは 8,418,514円であった．

4. 新旧の復職支援のコストの比較
新旧の復職支援に必要な作業工数と人件費を調べた

（Table 2 (A) (B)）．復職事例 1件あたりの人件費は，旧
プログラムでは 65,945円，新プログラムでは 300,898
円であった．また，休業期間の中央値から休業中のコ
ストを求めたところ，旧プログラムでは 2,582,735円，
新プログラムでは 4,012,248万円であった（Table 2 (C)）．
復職支援の人件費と休業中のコストの合計は，旧プロ
グラムでは 2,648,680円，新プログラムでは 4,313,146
円となった．

5. 新旧の復職支援の費用便益分析
メンタルヘルス不調者の復職支援プログラムの改善

の取り組みについて，経営者の視点から費用便益分析
を行った．新旧の復職支援プログラムを比較すると，
復職後 1年間の生産性は 2,192,321円増加していた．復
職支援のコストは，人件費のみで 234,953円増加し，人
件費と休業コストを合計した場合は 1,664,467円増加し
ていた．これらの値から投資収益率（ROI）を計算した
ところ，人件費をコストとした場合の ROIは 933% (= 
2,192,321÷ 234,953)となり，人件費と休業コストを合
計した場合の ROIは 132% (= 2,192,321÷ 1,664,457)
となった．

IV. 考　　察

1. 調査対象者の属性の比較
新旧プログラムの対象者において，復職時年齢，性

別，診断書病名に有意差は認められなかった．しかし，
事業所ごとの人数には有意差が認められた（Table 1）．
これは，新プログラムの導入時期が事業所ごとに異なっ
ていた影響と考えられる．新プログラムは，まず本社
事業所に導入し，その後，しばらくしてから他事業所
に順次展開したため，新プログラム群では本社事業所
の割合が多くなっている．
復職支援に関連する他の要因として，メンタルヘル

Fig. 2.  新旧復職支援プログラムの出社継続率の比較 *．
 *ログ・ランク検定を用いて検定したところ有意差が認められた（p<0.01）．
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スに関する教育研修の実施などについては，新旧プロ
グラムの実施期間中に特に差は無かった．

2. 従来の復職支援プログラムの評価
新旧プログラムの復職後の出社継続率を比較したと

ころ，旧プログラムでは，復職直後から 1–3年後まで
のさまざまな時期に再発・再燃している様子が見られ
る（Fig. 2）．こうした事例のいくつかの経過を確認し
たところ，次のような特徴が見られた．
まず，復職直後～ 30日以内に全体の 7.7%の事例が

再休業している．おそらく復職開始の判断が早すぎた
ために，十分に回復していないうちに出社を開始して

しまい，早期に体調が悪化したケースであったと考え
られる．
復職後 31–120日の期間にも 14.3%の事例が再休業

している．復職後の業務軽減が不十分だったために，
業務負荷による疲労が蓄積して体調が悪化したものと
考えられる．
さらに，復職後 121–540日の期間にも 26.2%の事例

が再休業している．復職後いったんは職場に適応した
ものの，その後体調や職場環境が変化した際に，適切
な治療的対応や職場環境の調整などが行われず，結果
として体調が悪化したケースと考えられる．

Table 2.  新旧復職支援プログラムのコストの比較
旧プログラムの人件費 時間 回数・人数 人件費
産業医の人件費
　産業医面談 20分 2回 ¥13,332
　面談後の人事担当者との打ち合わせ 10分 2回 ¥6,666
人事担当者の人件費
　回復の状況を月に1度確認する 30分 3回 ¥7,353
　産業医面談の手配 15分 2回 ¥2,451
　産業医面談後の産業医との打ち合わせ 10分 2回 ¥1,634
　休職開始時の社内調整など 120分 1回 ¥9,804
　復職時の社内調整など 120分 1回 ¥9,804
復職判定委員会の人件費
　産業医 30分 1人 ¥9,999
　人事担当者 30分 1人 ¥2,451
　上司 30分 1人 ¥2,451
合計 ¥65,945

新プログラムの人件費 時間 回数・人数 人件費
産業医の人件費
　産業医面談 30分 12回 ¥119,988
　面談後の人事担当者との打ち合わせ 15分 12回 ¥59,994
人事担当者の人件費
　産業医面談の手配 15分 12回 ¥14,706
　産業医面談後の産業医との打ち合わせ 15分 12回 ¥14,706
　休職開始時の社内調整など 120分 1回 ¥9,804
　復職時の社内調整など 180分 1回 ¥14,706
全社復職プラン検討会の人件費
　本社産業医 100分 1人 ¥8,170
　本社人事部の担当者 60分 3人 ¥14,706
　事業所の人事担当者 60分 1人 ¥4,902
　事業所の管理監督者 60分 1人 ¥4,902
　事業所の産業看護職 60分 1人 ¥4,902
　事業所の担当者の移動時間（往復） 120分 3人 ¥29,412
合計 ¥300,898

休業期間中のコスト 休業期間の中央値 休業コスト
　旧プログラム 107.5日 ¥2,582,735
　新プログラム 167日 ¥4,012,248
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3. 新しい復職支援プログラムの評価
新プログラム群では，復職 1年後の出社継続率は

91.6%，復職 2年後では 87.6%と有意に改善していた．
以下の工夫や改善点が効果的に機能したと考えられる．

(1) 生活記録表を用いた復職判定
メンタルヘルス不調者の復職支援において難しい問

題のひとつが，回復状況の把握と復職可否の判断であ
る 2)．病状が十分に回復しないうちに復職すると，業務
上の負担が大きくなり，病状の回復が妨げられ，病状
が悪化することがある 3)．
しかし，主治医の診断書だけで出社可否の判断を行

うことは難しい．主治医は一般的に，病状が回復して
自宅での日常生活が安定して行える「日常生活レベル
の回復」を目安とするが，一方で会社は，毎日決めら
れた時間に出社してフルタイム勤務を安定して継続で
きる「出社レベルの回復」を求めるためである．
そこで新プログラムでは，復職可否の判断基準を生

活リズムを基準に用いて明確に定義し，「生活記録表」
を用いて休業中の生活リズムを確認するようにした．
その結果，復職を希望する従業員が「出社レベルの回復」
に至っているかどうか，適切に確認できるようになっ
た．

(2) 6ヶ月間の復職プランの策定
メンタルヘルス不調者の復職を行う際には，業務負

荷を軽減し，段階的に負荷を調整しながら経過を見る
よう「職場復帰支援の手引き」にも記載されている．
その際には，治療状況，業務上の配慮，職場の人間関係，
職場の理解，仕事の適性，本人の性格傾向など，さま
ざまな要因を考慮した調整を行わねばならない 3)．しか
し，実際の場面では，復職後の業務をどう調整すれば
よいかわからず，職場の環境調整に難航することも多
い 2)．
新プログラムでは復職後 6ヶ月間の軽減勤務を行う

よう定め，6ヶ月間の具体的な業務プランを，関係者が
共同で作成するようにした．その結果，本人の回復状
況を考慮した職場環境調整や復職後のフォローアップ
などについて，事前に準備できるようになった．

(3) 休業中～復職後の毎月の産業医面談の実施
「職場復帰支援の手引き」には，休業期間中において
も，産業保健スタッフが本人と接触することが，労働
者の安心感の醸成のために望ましい結果をもたらすこ
とがあると記載されている．その他の文献でも，休業
中からの定期的な面接が職場復帰支援に効果的であっ
たという報告がある 5,7,8)．
そこで，新プログラムでは休業中から復職後まで定

期的に産業医との面談を行い，その後，関係者間で回
復状況や今後の対応方針などの共有を図るようにした．
その結果，休業中から復職後まで，社内スタッフによ

る一貫した対応を行えるようになり，休業者の安心感
の醸成に役立った．また，復職後も面談を継続するこ
とで，体調や勤怠の変化を早めに把握できるようにな
り，必要に応じて，業務量の調整などの環境調整や，
主治医への病状についての情報提供などを行えるよう
になった．メンタルヘルス不調では復職後の回復が長
引くケースもあり，そのような場合は，業務の軽減な
どの就業上の措置と定期的な産業医面談を継続してい
る．

(4) 全社復職プラン検討会の実施
本取り組みを実施した企業は，事業所の規模によっ

て産業保健スタッフの配置が異なっているため，事業
所ごとの活動内容のばらつきが常に課題となっていた．
そこで，新プログラムの展開にあたっては「全社復職
プラン検討会」という仕組みを設けた．
全社復職プラン検討会では，復職支援の各プログラ

ムが確実に実施されているかどうかをチェックし，生
活記録 Table を用いた復職判定の行い方や，復職後の
具体的な業務プラン作りなどについて専門家を交えて
協議することで，各事例の復職支援に役立った．また，
職種別・事業所別の復職プランを全社で蓄積・共有す
ることで，対応の標準化やレベルの向上にもつながっ
た．

4. 休業期間の増加に関する評価
新旧のプログラムを比較すると，復職後の出社継続

率は大幅に改善しているが，休業開始から復職までの
休業日数は中央値で約 60日も長くなっている（Table 
1）．
休業期間の延長の背景には，出社可能な生活リズム

への回復が生活記録表を用いて確認できるまで，しっ
かりと休業させるようになったことや，復職プランの
作成や職場の調整などの準備作業を時間をかけてきち
んと行うようになったことが影響していると考えられ
る．
休業期間が延長することは，休業中の労働力の損失

や，他の従業員への業務負担などが増加するという問
題がある．しかし，十分に回復しないまま，あるいは，
適切な職場の調整を行わないまま復職すると，再発や
再休業のリスクが高まる．メンタルヘルス不調の代表
的な疾患であるうつ病は，再発することによって，職
場への適応がいっそう難しくなり，さらに再発しやす
くなることも知られている 9)．さらに，再休業となった
場合の職場内の調整コストも無視できない．
つまり，メンタルヘルス不調者の復職支援において

は，1回の休業できちんと復職できるよう時間をかけて
準備を行うほうが，たとえ休業期間が延長したとして
も全体としてのメリットは大きいと考えられる．
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5. 費用便益分析の結果
これまで，国内において，メンタルヘルス不調者の

企業内の復職支援の取り組みについて費用便益分析を
行った報告はない．海外では，オランダの事例につい
ての報告があるが，企業レベルでの費用対効果は見ら
れなかった 7)．
今回は，分析方法に限界はあるが，復職プログラム

の改善により復職後の再発が減少し，出社継続率が改
善したことの費用便益的な効果を示すことができた．
投資収益率（ROI）は 100%を超えており，メンタルヘ
ルス不調者の復職支援の取り組みが，経営者の視点か
らも投資価値があると示せたことは有意義である．

6. 本復職支援プログラムの応用可能性
新しい復職支援プログラムの実施により，全社を通

じて復職後の出社継続率を改善する効果が得られてい
る．新プログラムにおけるいくつかの改善点は，他の
企業で実施している復職支援プログラムへの導入など
も可能であると考えられる．特に，常勤の産業医がい
る大規模事業所では応用が容易であろう．
また，複数の事業所を抱える大企業においては，全社

統一のシステムを構築し，産業保健スタッフや人事担当
者の知識・技術の向上や平準化を図ることが重要となる．
そのためには，本社などが中心となって各事業所を支援
する仕組みを構築することが，復職支援プログラムの効
果を高めるために効果的であると考えられる．
一方で，中小規模の事業所においては，事業所内に

専門スタッフが少なく，大規模事業所と同じような対
策はとりにくいことが知られている 5,8,10)．中小規模事
業所向けには，本復職支援プログラムを使用する際に
は，休業中の毎月の体調確認を行う方法や，生活記録
表や復職プランについて主治医と連携する仕組みなど
を検討することが必要であると思われる．

7. 本調査の限界
本調査は，ある企業において，メンタルヘルス不調

者の復職支援のプログラム改善を実施し，その前後で
復職者の出社継続率を調べたものである．ランダム化
比較試験（RCT）ではないため，厳密な効果評価は行
えていない．また，本取り組みの内容を他の企業へ一
般化できない可能性もある．
費用便益分析においては，休業開始時・復職開始時

の職場調整に関するコスト，再発事例における職場調
整に関するコストなどを計上していない．復職後の生
産性についても，一時的に生産性が低下していること
を考慮した調整を行っていない．そのため，再発回数
の減少，復職後の業務遂行力の低下などに関する経済
的評価を適切に行えていない可能性がある．

V. 結　　論

ある企業において実施したメンタルヘルス不調者の
復職支援プログラムの改善の取り組みについて，復職
後の出社継続率や費用便益の評価などを実施した．新
復職プログラムにおいては，復職後の出社継続率の改
善（再発率の減少）の効果があることを定量的に示せた．
また，復職支援プログラムの改善を行うことが，経営
者の視点からの費用便益的なメリットがあることを示
せた．
メンタルヘルス不調者の復職支援においては，(1) 復

職判定に生活記録表を用いて，出社できる生活リズム
に回復しているかどうかきちんと確認すること，(2) 復
職後 6ヶ月間の復職プランをあらかじめ作成しておく
こと，(3) 休業中から定期的な産業医面談を続けること
の 3点を改善することで，復職支援の効果が高まるこ
とが示唆された．また，複数の事業場を抱える企業に
おいては，(4) 復職支援の経験のある担当者や専門家が，
それぞれの事業所の復職支援の取り組みを支援する仕
組み作りが重要であることが示唆された．
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Appendix 1.  生活記録表

Appendix 2.  復職プラン記入用紙（一部）
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A Return-to-work Program with a Relapse-free Job Retention Rate of 91.6% for Workers 
with Mental Illness

Katsuyuki Namba1

1Chugai Pharmaceutical Co., Ltd., 1–1 Nihonbashi-Muromachi 2-choume, Chuo-ku, Tokyo 203-8324, Japan

Objective: We evaluated the relapse-free job retention rate and cost-effectiveness of return-to-work (RTW) programs for 
workers with mental illness. Method: We retrospectively evaluated a group of 196 employees of a pharmaceutical company 
in Japan who had taken sick leave because of mental illness. We found that the old RTW program led to 142 employees 
returning to work and the new RTW program resulted in 54 employees returning to work. In the new program, we introduced 
the following improvements: evaluation of recovery and readiness to return to work by using the “Daily Activity Record 
Sheet”; planning for RTW with reasonable steps in 6 months; monthly interviews with an occupational health physician, to 
keep in touch with workers in the RTW process; and arranging a “Return-to-Work Coordination Meeting” with occupational 
health specialists, to make reasonable adjustments to a return-to-work plan. Results: The median duration of sick leave was 
60 days longer in the new program. The relapse-free job retention rate within 1 year was 54.2% in the old program and was 
increased to 91.6% in the new program. The old and new programs cost 65,945 yen and 300,898 yen, respectively. The benefits 
of the old and new programs were 6,226,192 yen and 8,418,514 yen, respectively. The return on investment (ROI) was 933%. 
Conclusion: The new RTW program is effective at improving the relapse-free job retention rate of workers with mental illness.
(San Ei Shi 2012; 54: 276–285)


